
平
成
２０
年
度
分
市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
が
２
月
６
日（
水
）か
ら
始
ま
り
ま
す
。
期
限
ま
で
に
申
告
し
な
い

場
合
や
誤
っ
た
申
告
を
し
た
場
合
は
、所
得
証
明
書
を
発
行
で
き
な
か
っ
た
り
、後
で
税
額
が
追
加
さ
れ
た
り
し

ま
す
の
で
、
期
間
内
に
正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
相
談
会
場
が
変
わ
り
ま
し
た

次
の
地
区
の
申
告
相
談
会
場
が
変

わ
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
扇
田
・
西
館
・
東
館
地
区

↓
比
内
総
合
支
所

●
田
代
地
域
↓
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

●
長
木
地
区
↓
中
央
公
民
館

●
二
井
田
・
真
中
地
区

↓
二
井
田
公
民
館

申
告
相
談
会
場
で
は

�
受
付
時
間
内
に
、
会
場
入
口
付
近

に
置
い
て
あ
る
番
号
札
を
手
前
か

ら
お
取
り
く
だ
さ
い
。

�
番
号
が
呼
ば
れ
る
ま
で
お
待
ち
く

だ
さ
い
。
開
始
目
安
時
間
ま
で
外

出
さ
れ
て
も
結
構
で
す
。

開
場

８
時

申
告
開
始

９
時

受
付

８
時
〜
１５
時
３０
分

（
中
央
公
民
館
は
１６
時
ま
で
）

※
開
場
時
間
前
に
番
号
札
の
交
付
は

し
ま
せ
ん
。

営
業
等
所
得
、農
業
所
得
、

不
動
産
所
得
が
あ
る
か
た

申
告
書
と
一
緒
に
収
支
内
訳
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
収
支
内
訳
書
を

作
成
し
、帳
簿
な
ど
関
係
書
類（
収
支

計
算
ノ
ー
ト
、
出
荷
証
明
書
、
領
収

書
な
ど
）を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

１９
年
中
に
新
た
に
事
業
を
始
め
た
か

た
で
、
収
支
内
訳
書
が
送
ら
れ
て
い

な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

農
業
所
得
を
簡
易
計
算
で

申
告
し
て
い
た
か
た

簡
易
計
算
が
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て

収
支
計
算
に
な
り
ま
し
た
。
収
入
も

経
費
も
実
際
の
額
を
申
告
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
書
類
な

ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

収
入
金
額
の
分
か
る
書
類

●
農
協
な
ど
の
「
出
荷
証
明
書
」
や

「
精
算
書
」

●
集
落
営
農
組
合
の
「
損
益
分
配
通

知
書
」

●
水
稲
共
済
金
や
無
事
戻
金
な
ど
の

受
給
者
は
、
金
額
が
分
か
る
書
類

●
受
け
取
り
小
作
料（
不
動
産
所
得

に
な
り
ま
す
）、作
業
受
託
料
な
ど

の
収
入
が
あ
る
か
た
は
、
相
手
先

や
収
入
金
額
が
分
か
る
も
の
な
ど

経
費
の
分
か
る
書
類

●
農
協
な
ど
の
「
お
買
上
げ
明
細
書

（
取
引
明
細
書
）」
や
「
農
業
用
資

材
購
入
証
明
書
」

●
小
作
料
、作
業
委
託
料（
田
植
え
や

稲
刈
り
な
ど
）の
領
収
書

●
農
機
具
な
ど
を
購
入
し
た
際
の
契

約
書
や
領
収
書

●
農
機
具
な
ど
の
修
理
、
農
業
用
車

両
の
車
検
や
自
動
車
税
な
ど
の
領

収
書

●
組
合
費
、
土
地
改
良
費
の
領
収
書

●
固
定
資
産
税
の
課
税
明
細
書

�

市市
・・
県県
民民
税税
のの
申申
告告
相相
談談
がが
始始
まま
りり
まま
すす

市市
・・
県県
民民
税税
のの
申申
告告
相相
談談
がが
始始
まま
りり
まま
すす

広報大館２００８．１．１６

問

税
務
課
市
民
税
係

�
４９
�
３
１
１
１（
内
線
２
１
６
）

期
間
２
月
６
日（
水
）〜
３
月
１７
日（
月
）

申告書は、１８年中の所得の状況を参考にして、申告が必要と思われるかたに送付（１月１８日
発送）します。申告書が送られなくても、申告が必要なかたは申告してください。

い
い
え

はい

１９年中の状況を申告してください。
非課税所得のみや、全く収入がな
かった場合は、同封の申告書の裏
面「収入のなかったかたや非課税
所得のみのかたへ」欄に記入し申
告してください（郵送でも受け付
けます）

１月１日現在の住所地の市町村へ申告が
必要な場合があります
１月１日現在、大館市に事務所・事業所
をお持ちのかたは、大館市への申告が必
要です

６５歳以上（昭和１８年１月１日以前生まれ）
で、年金収入が１４８万円以下ですか？
６５歳未満（昭和１８年１月２日以降生まれ）
で、年金収入が９８万円以下ですか？

あなたは申告が必要ですか？ああななたたはは申申告告がが必必要要でですすかか？？

１９年中に公的年金以外の年金や生
命保険の満期受取金、上場株式等
に係る配当以外の配当などの所得
がありましたか？

申告は不要です
ただし、医療費・社会保険料など
の各種控除を追加して受けようと
するかたは申告が必要です

申告書が送られましたか？

いいえ

はい

申告は
不要です

い
い
え

はい

非課税所得
のみのかた

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

平成２０年１月１日現在、
大館市に住んでいまし
たか？

平成１９年中（１９年１月
～１２月）に少しでも収
入がありましたか？

所得税の確定申告書を
税務署へ提出します
か？

公的年金の受給者です
か？

収入は１カ所からの給
与のみで、勤務先から
大館市に「年末調整し
た給与支払報告書」が
提出されますか？

申告が必要です

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

スタート


